
子ども手当をめぐるこれまでの経緯 

 

（平成 22 年）  

○ 11 月 17 日 ・子ども手当に関する厚生労働大臣・地方６団体会合

[厚生労働省政務３役・地方６団体代表] 

○ 11 月 26 日 ・ 民主党子ども・男女共同参画調査会「子ども手当に

関する提言」 

○ 12 月 20 日 ・ 子ども手当に関する「５大臣合意」 

○ 12 月 24 日 ・ 平成 23 年度政府予算案閣議決定・国会提出 

（平成 23 年）  

○ 1 月 28 日 ・ 「平成 23 年度における子ども手当の支給等に関す

る法律案」（以下「23 年度子ども手当法案」という。）

国会提出 

 

 

 

 

 

○ 3 月 11 日 東日本大震災発生 

○ 3 月 22 日 ・ 「国民生活等の混乱を回避するための平成 22 年度

における子ども手当の支給に関する法律の一部を改

正する法律案」（議員提案、以下「つなぎ法案」とい

う。）国会提出 

 

 

 

 

○ 3 月 29 日 ・ 平成 23 年度予算成立 

○ 3 月 30 日 ・ 「平成 23 年度子ども手当法案」撤回を閣議決定（翌

日国会で承諾） 

第 35 回社会保障審議会 
児童部会 資料 3-6 

平成 23 年 7 月 1 日 

【法案の概要】 
 3歳未満：月額 2万円、3歳以上月額 1.3万円を支給 

 子どもに国内居住要件 
 児童養護施設に入所している子ども等については施

設設置者等に支給 
 保育料、学校給食費等を徴収する仕組み 

 子育て支援サービスのための交付金     など 

【法案の概要】 
 平成 22 年度子ども手当を平成 23 年 9 月まで暫定的

に支給（一律月額 1.3万円） 

 子どもの国内居住要件等は盛り込まず 
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○ 3 月 31 日 ・ 「つなぎ法」公布（4 月 1 日施行・9 月までの時限） 

○ 4 月 29 日 ・ 平成 23 年度第 1 次補正予算に関する３党（民主党・

自民党・公明党）政調会長合意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 5 月 2 日 ・ 平成 23 年度第 1 次補正予算成立 

 

 

 

 

 

「平成 23 年度第 1 次補正予算等に関して」 
（３党政調会長合意）（抄） 

 
１．子どもに対する手当の制度的なあり方や高速道路料金

割引制度をはじめとする歳出の見直し及び法人税減税等
を含む平成２３年度税制改正法案の扱いについて、各党

で早急に検討を進める。 
  また、平成２３年度第１次補正予算における財源措置

として活用した年金臨時財源については、平成 23年度第
2次補正予算の編成の際にその見直しも含め検討を行う。 

  これらを前提として、特例公債を発行可能とするため
の法案について、各党で、成立に向け真摯に検討を進め

る。 

 平成 23 年度から実施予定であった子ども手当の上積

み分（3歳未満、月額 7千円引き上げ、給付総額 2,085
億円）を見直し。東日本大震災の早期復旧財源として

活用 
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      （
１
）
子

ど
も
手
当
の
支
給

 
 

 
・
３
歳
未
満
の
子
ど
も
一
人
に
つ
き
月
額
２
万
円

を
、
３
歳

以
上

中
学

校
修

了
前

ま
で
の

子
ど
も
一

人
に
つ
き
月
額
１
万
３
千
円

の
子

ど
も
手
当
を

父
母
等
に
支
給
。
（
所
得
制
限
な
し
）
 

 
 
・
支
給
等
の
事
務
は

、
市
区
町
村
（
公
務
員
は
所

属
庁

）
。

 
 

 
・
支

払
月
は
、
平
成
２
３
年
６
月
、
１
０
月
、
平
成

２
４
年

２
月

、
６
月

。
 

 （
２
）
子
ど
も
手
当
に
つ
い
て
は
、
児
童
手
当
分
を
児
童

手
当

法
の

規
定

に
基

づ
き
、
国

、
地

方
、
事

業
主

が
費
用
を
負
担

し
、
そ
れ
以

外
の
費

用
に

つ
い
て
は
、
全
額
を
国
庫
が
負
担
。
（
公
務
員

に
つ
い
て
は

所
属

庁
が

負
担

）
 

 （
３
）
子
ど
も
に
対
し
て
も
国
内
居
住
要
件
を
設
け
る
（
留

学
中

の
場

合
等

を
除

く
）
。

 
 （
４
）
児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
子

ど
も
等
に
つ
い
て
も
、
施

設
の

設
置

者
等

に
支

給
す
る
形

で
子

ど
も
手

当
を
支
給
す
る
。

 
 （
５
）
①
未
成
年
後
見
人
や

父
母
の
指
定
す
る
者
（
父

母
等

が
国

外
に
い
る
場

合
に
限

る
。
）
に
対

し
て
も
父
母

と
同

様
（
監

護
・
生
計

同
一
）
の
要
件

で
子

ど
も
手
当
を
支
給
す
る
（
父
母
等
が
国

外
に
居

住
し
て
い
る
場

合
で
も
支

給
可

能
）
と
と
も
に
、

 
 

 
  ②

監
護
・
生
計
同
一
要
件
を
満

た
す
者
が

複
数

い
る
場

合
に
は

、
子

ど
も
と
同

居
し
て
い
る
者

に
支
給
す
る
（
離

婚
協
議

中
別
居

の
場
合
、
子

ど
も
と
同
居
す
る
親
に
対
し
て
支
給
）
。

 
 （
６
）
保
育
料
を
子
ど
も
手
当
か
ら
直
接
徴
収
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
学

校
給

食
費

等
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
同

意
に
よ
り
子

ど
も
手
当
か
ら
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み

と
す
る
。

 
 （
７
）
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
子
育
て
支

援
サ
ー
ビ
ス
を
拡

充
す
る
た
め
の

交
付

金
を
設

け
る
。

 
  

平
成
２
３
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
案
の
概
要

 

 
次

代
の

社
会

を
担

う
子

ど
も
の
健

や
か

な
育

ち
を
支

援
す
る
た
め
に
、
中

学
校

修
了

前
（
※

）
ま
で
の

子
ど
も
に
つ
い
て
、
平
成

２
３
年

度
分
の

子

ど
も
手
当
を
支
給
す
る
等

の
所
要
の
措
置
を
講

ず
る
。
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

※
 
１
５
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者

 

概
 
要

 

施
行

日
 

平
成
２
３
年
４
月
１
日
（
（
３
）
～

（
５
）
に
つ
い
て
は

、
６
月

分
か

ら
適

用
）
 

 

趣
 
旨
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  第
１

 
趣
旨

 

 
 
平
成
２
２
年
度
子
ど
も
手
当
支
給
法
に
よ
る
子
ど
も
手
当
は
平
成
２
２
年
度
限
り
と
な
っ
て
い
る

た
め
、
国
民
生
活
等
の
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
、
緊
急
的
な
措
置
と
し
て
同
法
に
基
づ
く
子
ど

も
手
当
を
平
成
２
３
年
９
月
分

ま
で
支
給
す
る
よ
う
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
。

  

第
２

 
平
成
２
３
年
９
月
ま
で
の
暫
定
的
な
支
給

  

 
 
平
成
２
３
年
３
月
分
ま
で
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
、
平
成
２
２
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当

の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
子
ど
も
手
当
に
つ
い
て
、
平
成
２
３
年
９
月
分
ま
で
暫
定
的

に
支
給
す
る
。

 

 
 

 
（
中
学
校

修
了
前
の
子
ど
も
一
人
に
つ
き
月
額
１
万
３
千
円
（
所
得
制
限
な
し
）
）

 

第
３

 
施
行
日

 

 
 
平
成
２
３
年
４
月
１
日

 

国
民
生
活
等
の
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
の
平
成
２
２
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す

る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
概
要
）
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国
 

１
兆

6
,3

6
2

億
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
１
兆

4
,8

6
7
億

円
）
 

    
 

 

  国
 

3
,6

3
0

億
円

 
（
 3

,3
1
1
億
円
）
 

 

 
事

業
主

 
1

,7
3

1
億

円
 

 

  
地

方
 

5
,5

4
9

億
円

 
（
 4

,8
6
2
億
円
）
 

 

児
童

手
当

分
 

子
ど

も
手

当
の

見
直

し
に

つ
い

て
 

上
積

み
部

分
 

（
３

歳
未

満
・

月
額

7
,0

0
0

円
）

 
2

,0
8

5
億

円
 

（
 1

,8
8
7
億
円
）
 

 
 
○
 
平
成
２
３
年

度
か

ら
実

施
予

定
で

あ
っ

た
子
ど
も
手
当
の
上

積
み
分
（
３
歳

未
満
、
月

額
７

千
円

引
上

げ
、

給
付

額
2
,
0
8
5
億

円
）

に
つ

い
 

 
 
 
て
、
見
直
し

。
東

日
本

大
震

災
の

早
期

復
旧
の
財
源
と
し
て

活
用
。
 

 
  
 
○
 

な
お
、
平
成

２
３

年
１

０
月

以
降

の
制

度
の
あ
り
方
に
つ
い

て
は
、
早
急
に

与
野
党
間

で
議

論
し

、
合

意
を

得
る

必
要

が
あ

り
、

厚
生

労
 

 
 
 
 
 
 
働
省
と
し
て

も
、

地
方

自
治

体
等

と
の

議
論
も
積
み
重
ね
な

が
ら
、
適
切
に

対
応
。

 
 

子
ど

も
手

当
分

 

※
  
（

 
 

）
は

公
務

員
を

含
め

な
い

場
合

の
金

額
。

 （
補

正
後

：
国

家
公

務
員

 
5

1
6

億
円

、
地

方
公

務
員

 
1

,9
8

6
億

円
）

 

見
直

し
 

平
成

２
３

年
度

当
初

予
算

 
２

．
９

兆
円

 
平

成
２

３
年

度
補

正
予

算
減

額
 

０
．

２
兆

円
 

－
 

＝
 

２
．

７
兆

円
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